
級及び職制上の段階ごとの職員数（令和７年４月１日現在）　【医療局】

　※　端数処理の関係上、各表の構成比の合計が100％に満たない場合があります。

１　行政職給料表
　(１)　職制上の段階ごとの職員数

（人） （％）
194 47.2
127 30.9
49 11.9
17 4.1
17 4.1
7 1.7

411 100.0

　(２)　級ごとの職員数及び職制上の段階に属する職の内訳

（人） （％） 職名 （人）
１級 定型的な業務を行う職務 主事 93

医療社会事業士 17
計 110

２級 高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 主事 62
技師 2

医療社会事業士 12

行政専門員 8
計 84

３級 (１)　本庁の主査又は主任の職務 係長 1

(２)　病院等の事務局の係長、主査又は主任の職務 主査 2

(３)　規模の小さい病院等の事務局の次長又は課長の職務 主任 44

主任医療社会事業士 11

主任行政専門員 3
計 61

４級 (１)　本庁の特命課長、主任主査又は困難な業務を行う主 主査 30

    査の職務 主査医療社会事業士 7

(２)　病院等の事務局の室長、主任主査又は困難な業務を 課長（小規模病院） 5

    行う係長若しくは主査の職務 係長 24

(３)　規模の小さい病院等の事務局の長又は困難な業務を 課長（大規模病院） 6

　　行う次長若しくは課長の職務 上席医療社会事業士 1

(４)　規模の大きい病院の事務局の次長又は課長の職務
計 73

５級 (１)　本庁の担当課長又は困難な業務を行う特命課長若し 主任主査 10

　　くは主任主査の職務 事務局次長 15

(２)　病院等の事務局の困難な業務を行う室長又は主任主 課長（大規模病院） 12

　　査の職務 上席医療社会事業士 4

(３)　規模の小さい病院等の困難な業務を行う事務局長の 病院付（主任主査級） 1

　　職務 事務局長 5

(４)　規模の大きい病院の事務局の困難な業務を行う次長 担当課長 8

　　又は課長の職務 特命課長 1

専門幹 2
技術専門幹 1

計 59
６級 (１)　本庁の総括課長、医師支援推進監又は特命参事の職 事務局長 3

　　務 主幹 2

(２)　規模の大きい病院の事務局長の職務
(３)　主幹又は技術主幹の職務

計 5
７級 (１)　本庁の高度の知識経験を必要とする総括課長又は医 総括課長 3

　　師支援推進監の職務 医師支援推進監 1

(２)　規模の大きい病院の高度の知識経験を必要とする事 事務局長 8

　　務局長の職務
計 12

８級 本庁の次長又は室長の職務 次長 2

参事 5
計 7

合計 411 100.0

7 1.7
次長級

5 1.2

総括課長級
12 2.9

61 14.8

主査級

73 17.8

主任主査級59 14.4

担当課長級

合計 内訳
職制上の段階

110 26.8

主事級
84 20.4

総括課長級
次長級

合計

級 級別基準職務表に規定する基準となる職務

職制上の段階
主事級
主査級
主任主査級
担当課長級



２　医療職給料表（１）
　(１)　職制上の段階ごとの職員数

（人） （％）
90 14.6
25 4.1

169 27.4
311 50.4
18 2.9
4 0.6

617 100.0

　(２)　級ごとの職員数及び職制上の段階に属する職の内訳

（人） （％） 職名 （人）
１級 医療業務を行う職務 医師（主事級） 89

歯科医師（主事級） 1
医師（主査級） 23

計 113
２級 １　病院等の科長、科医長、副地域診 医師 2

　療センター長又は診療所長の職務 科長 50
２　高度の知識経験に基づき困難な医 科医長 119
　療業務を行う職務

計 171
３級 病院等の院長、統括副院長、救命救急 副院長 7

センター長、副院長、部長、センター 科長 140
長、室長、副救命救急センター長、部 科医長 49
次長、副センター長、参与又は高度の 部次長 14
知識経験を必要とする科長、科医長、 救急センター長 1
副地域診療センター長若しくは診療所 センター長 2
長の職務 副センター長 2

参与 12
計 227

４級 病院等の理事又は高度の知識経験を必 センター長 2
要とする院長、統括副院長、救命救急 副院長 44
センター長、副院長、部長若しくは参 科長 2
与の職務 部次長 5

部長 9
参与 16
理事 6
院長（次長級） 16
統括副院長 2
院長（部長級） 4

計 106
合計 617 100.0

部長級
合計

級

職制上の段階
主事級
主査級
主任主査級
総括課長級
次長級

基準となるべき職務
合計 内訳

職制上の段階

113 18.3 主事級

主査級
171 27.7

主任主査級

227 36.8

106 17.2

総括課長級

次長級

部長級



３　医療職給料表（２）
　(１)　職制上の段階ごとの職員数

（人） （％）
479 49.8
390 40.5
33 3.4
43 4.5
17 1.8

962 100.0

　(２)　級ごとの職員数及び職制上の段階に属する職の内訳

（人） （％） 職名 （人）
１級 診療放射線技師 1

臨床検査技師 1
管理栄養士 1

計 3
２級 (１)　病院等の薬剤師、臨床心理士、公認心理師の職務 薬剤師 17

(２)　病院等の困難な業務を行う診療放射線技師等の職務 公認心理師 3
診療放射線技師 39
臨床検査技師 46
臨床工学技士 13
理学療法士 48
作業療法士 23
言語聴覚士 17
管理栄養士 13
薬事技術員 1
診療放射線技術員 7
臨床検査技術員 4
リハビリテーション技術員 5
歯科衛生技術員 1

計 237
３級 薬剤師 39

公認心理師 6
診療放射線技師 36
臨床検査技師 50
臨床工学技士 18

(２)　病院等の困難な業務を行う薬剤師又は臨床心理士の職務 理学療法士 35
(３)　病院等の特に困難な業務を行う診療放射線技師等の職務 作業療法士 21

視能訓練士 1
言語聴覚士 11
管理栄養士 22
主任薬剤師 5
主任臨床検査技師 1
主任理学療法士 1
薬事技術員 1
臨床検査技術員 4
リハビリテーション技術員 1

計 252
４級 (１)　本庁の主査の職務 主査 1

診療放射線技師長 4
臨床検査技師長 4
栄養管理科長 1
薬剤科次長 1
副診療放射線技師長 15
副臨床検査技師長 12

(３)　病院等の困難な業務を行う主任薬剤師等の職務 副リハビリテーション技師長 13
栄養管理科次長 3
主査薬剤師 22
主査公認心理師 2
主査診療放射線技師 34
主査臨床検査技師 25
主査臨床工学技士 6
主査理学療法士 8
主査作業療法士 5
主査視能訓練士 9
主査言語聴覚士 5
主査管理栄養士 3
主任薬剤師 54
主任公認心理師 2
主任診療放射線技師 36
主任臨床検査技師 27
主任臨床工学技士 14
主任理学療法士 18
主任作業療法士 16
主任視能訓練士 8
主任言語聴覚士 2
主任管理栄養士 5
主任歯科衛生士 2
診療放射線専門員 1
リハビリテーション専門員 1
臨床検査専門員 2

計 361
５級 (１)　主任主査の職務 特任公認心理師 1

(２)　病院の薬剤部次長の職務 特任診療放射線技師 2
(３)　規模の小さい病院の薬剤科長の職務 特任臨床工学技士 3
(４)　規模の大きい病院の診療放射線技師長等の職務 臨床工学技師長 2
(５)　特に規模の大きい病院の副診療放射線技師長又は副臨床検査技 副リハビリテーション技師長 3

専門幹臨床検査技師 4

専門幹リハビリテーション技師 1

薬剤部次長 3

栄養管理科長（大規模病院） 7
薬剤科次長（大規模病院） 16

主任主査級

内訳
職制上の段階

0.3

級

主査級

(１)　病院等の主任薬剤師、主任臨床心理士、主任公認心理師、主任
診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療
法士、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任言語聴覚士、主任理療
士、主任管理栄養士、主任栄養士又は主任歯科衛生士（以下「主任薬
剤師等」という。）の職務

主事級

(２)　病院等の臨床心理科長、副臨床検査技師長、副診療放射線技師
長、副リハビリテーション技師長、栄養管理科次長、主査薬剤師、主
査臨床心理士、主査公認心理師、主査診療放射線技師、主査臨床検査
技師、主査臨床工学技士、主査理学療法士、主査作業療法士、主査視
能訓練士、主査言語聴覚士、主査理療士、主査管理栄養士、主査栄養
士又は主査歯科衛生士の職務

(４)　規模の小さい病院等の診療放射線技師長、臨床検査技師長、臨
床工学技師長、リハビリテーション技師長、栄養管理科長又は薬剤科
次長（以下「診療放射線技師長等」という。）の職務

237 24.6

252 26.2

361 37.5

級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計

3

病院等の診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法
士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、理療士、管理栄養士、栄
養士又は歯科衛生士（以下「診療放射線技師等」という。）の職務

職制上の段階
主事級
主査級
主任主査級

総括課長級
担当課長級

合計



（人） （％） 職名 （人）

内訳
職制上の段階級 級別基準職務表に規定する基準となる職務

合計

副診療放射線技師長（特に規模の
大きい病院）

2

副臨床検査技師長（特に規模の大
きい病院）

4

栄養管理科次長（大規模病院） 1
薬剤科長 2
診療放射線技師長（大規模病院） 11
臨床検査技師長（大規模病院） 12
リハビリテーション技師長（大規
模病院）

10

専門幹薬剤師 1

計 85

６級 診療放射線技師長（大規模病院） 2
リハビリテーション技師長（特に
規模の大きい病院）

1

栄養管理科長（特に規模の大きい
病院）

4

薬剤科長（大規模病院） 14
臨床検査技師長（特に規模の大き
い病院）

1

計 22
７級 薬事指導監 1

薬剤部長 1

(２)　病院等の薬剤部長の職務
(３) 特に規模の大きい病院の高度の知識経験を必要とする診療放射
線技師長、臨床検査技師長若しくはリハビリテーション技師長又は栄
養管理科長の職務

計 2

合計 962 100.0

(１)　本庁の薬事指導監又は高度の知識経験を必要とする診療放射線
指導監、臨床検査指導監若しくはリハビリテーション指導監又は栄養
管理指導監の職務

担当課長級

総括課長級

8.8

22 2.3

85

2 0.2

(１)　本庁の診療放射線指導監、臨床検査指導監若しくはリハビリ
テーション指導監督又は栄養管理指導監の職務
(２)　病院等の困難な業務を行う薬剤部次長の職務
(３)　規模の大きい病院の薬剤科長の職務
(４)　特に規模の大きい病院の診療放射線技師長、臨床検査技師長若
しくはリハビリテーション技師長又は栄養管理科長の職務

主任主査級



４　医療職給料表（３）
　(１)　職制上の段階ごとの職員数

（人） （％）
2,244 71.4
822 26.2
55 1.8
6 0.2
15 0.5

3,142 100.0

　(２)　級ごとの職員数及び職制上の段階に属する職の内訳

（人） （％） 職名 （人）
１級 病院等の准看護師の職務 准看護師 49

看護技術員 1

計 50
２級 病院等の助産師、看護師又は困難な業務を行う准看護師の職務 看護師 601

看護技術員 69

計 670
３級 １　病院等の主任助産師又は主任看護師の職務 看護師 1,495

２　病院等の困難な業務を行う助産師又は看護師の職務 主任看護師 5
看護技術員 16

計 1,516
４級 １　本庁の主任主査又は主査 看護師 7

２　病院等の看護師長、医療安全管理専門員、特任助産師、特任看護 看護専門員（主事級） 1
　師又は看護師長補佐の職務 主任看護師 530
３　病院等の困難な業務を行う主任助産師又は主任看護師の職務 看護師長補佐 154
４　規模の小さい病院等の副総看護師長の職務 看護専門員（主査級） 16

計 708
５級 １　本庁の困難な業務を行う主任主査の職務 特任看護師 9

２　病院等の看護部次長又は上席医療安全管理専門員の職務 副総看護師長（小規模病院） 6
３　病院等の困難な業務を行う看護師長、医療安全管理専門員、特 看護師長 92
　任助産師又は特任看護師の職務 医療安全管理専門員 12
４　規模の小さい病院等の総看護師長又は困難な業務を行う副総看 専門幹看護師（主査級） 3
　護師長の職務 看護部次長 5
５　規模の大きい病院の副総看護師長の職務 上席医療安全管理専門員 2

副総看護師長（大規模病院） 38
課付（主任主査級） 1
主任主査 1
専門幹看護師（主任主査級） 8

総看護師長 6
計 183

６級 １　本庁の看護指導監又は副看護指導監の職務 看護部長 1
２　病院の看護部長の職務 総看護師長（大規模病院） 13
３　規模の大きい病院の総看護師長の職務 看護指導監 1

計 15
７級 １　本庁の高度の知識経験を必要とする看護指導監の職務

２　病院の高度の知識経験を必要とする看護部長の職務
計 0

合計 3,142 100.0

合計

職制上の段階
主事級
主査級
主任主査級
担当課長級
総括課長級

50 1.6

主事級

670 21.3

1,516 48.2

708 22.5

級 級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内訳

職制上の段階

183 5.8

主任主査級

担当課長級

主査級

15 0.5

総括課長級
0 0.0



（人） （％） 職名 （人）
１級 (１)　ボイラー技士の職務 調理師 13

(２)　運転技士の職務 技術補助員 67
(３)　調理師の職務
(４)　電話交換手の職務
(５)　技能士の職務
(６)　事務補助員の職務
(７)　作業手の職務

計 80
２級 (１)　相当の技能又は経験を必要とするボイラー技士の職務 調理師 9

(２)　相当の技能又は経験を必要とする運転技士の職務 調理技術員 4
(３)　相当の技能又は経験を必要とする調理師の職務
(４)　相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務
(５)　相当の技能又は経験を必要とする技能士の職務
(６)　相当の技能又は経験を必要とする事務補助員の職務
(７)　相当の技能又は経験を必要とする作業手の職務

計 13
３級 (１)　相当高度の技能又は経験を必要とするボイラー技士の職務 調理師 1

(２)　相当高度の技能又は経験を必要とする運転技士の職務
(３)　相当高度の技能又は経験を必要とする調理師の職務
(４)　相当高度の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務
(５)　相当高度の技能又は経験を必要とする技能士の職務
(６)　相当高度の技能又は経験を必要とする事務補助員の職務
(７)　相当高度の技能又は経験を必要とする作業手の職務

計 1
４級 (１)　高度の技能又は経験を必要とするボイラー技士の職務 調理師 1

(２)　高度の技能又は経験を必要とする運転技士の職務
(３)　高度の技能又は経験を必要とする調理師の職務
(４)　高度の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務
(５)　高度の技能又は経験を必要とする技能士の職務
(６)　高度の技能又は経験を必要とする事務補助員の職務
(７)　高度の技能又は経験を必要とする作業手の職務

計 1
５級 (１)　特に高度の技能又は経験を必要とするボイラー技士の職務 主任調理師 30

(２)　特に高度の技能又は経験を必要とする運転技士の職務 調理師 41
(３)　特に高度の技能又は経験を必要とする調理師の職務 調理専門員 1
(４)　特に高度の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務
(５)　特に高度の技能又は経験を必要とする技能士の職務
(６)　特に高度の技能又は経験を必要とする事務補助員の職務
(７)　特に高度の技能又は経験を必要とする作業手の職務

計 72
合計 167 100.0

80 47.9

５　技能職等給料表

級 級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内訳

72 43.1

13 7.8

1 0.6

1 0.6
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